	その他留意事項



（更新申請）
	　★　現在、お持ちの受給者証は、令和８年12月31日で有効期間が終了します。
　　  更新申請の提出がない場合、令和９年１月１日以降の医療費助成制度を受けることができません。
　★　令和８年９月３０日までに申請してください（１０月以降に申請された場合は、年内に結果（受給者証等）が届かない可能性があります。）。
　★　更新申請未済の方に対して、確認及び連絡は行いませんので、ご注意ください。

（手続きの流れ）
	　①　別紙「臨床調査個人票作成依頼書（きいろ）」と受給者証を病院に提示し、「臨床調査個人票」の作成を依頼します。
　②　「更新のご案内（みどり）」を参照して必要書類を準備します。
　③　「臨床調査個人票」と必要書類を富田林保健所の窓口に提出するか、郵送にて送付します。


　



（認定）
	　○　受給者証の認定には、重症度を満たす、または軽症高額（申請月以前１２か月で医療費の１０割負担額が33,330円を超える月が３回以上）の基準を満たす必要があります。
　★　重症度については、ご自身で判断されるのではなく、必ず主治医とご相談ください。



（変更届）
	　○　健康保険情報・住所・氏名などに変更のある方は、別に「変更届」が必要です。
　○　今年７５歳（昭和２６年生まれ）の方は、後期高齢者医療保険に変更となりますので、届出が必要です。



（変更申請）
	　○　月額自己負担上限額の引き下げが可能な場合は、別に「変更申請」が必要です。
　○　新たに高額かつ長期に該当する方や階層区分が下がる方（支給認定基準世帯員や課税金額の変更等）は、変更の申請をすることで翌月より適用されます（変更の申請がない場合、令和９年１月１日より適用。）。
　○　「変更届」や「変更申請」は、大阪府のホームページからダウンロードできますので、「大阪府 難病 変更」と検索してください。



（後期高齢者医療保険の階層区分）
	　○　受診者または同一世帯員が今年75歳になるときの階層区分は、令和９年１月１日時点で同じ後期高齢者医療保険に加入されている方の課税情報等で判定されますので、マイナンバーを更新申請書の「世帯調書」に記入するか、市町村民税（非）課税証明書（以下、「課税証明書」という。）を提出してください。



（マイナンバーの利用）
	　○　本制度では、マイナンバーの利用により、「住民票」・「課税証明書」・「健康保険情報」を省略できます。
　　  この場合、受診者及び記入対象者（※①）のマイナンバーを更新申請書の「世帯調書」に記入したうえで、次の書類が必要になります。
　＊　受診者の「マイナンバーカードの表面・裏面」または「通知カード及び身元確認書類（※②）」
　＊　申請者が受診者と違う場合は、加えて申請者の「身元確認書類（※③）」
　★　マイナンバーが記載された面は、受診者分のみが必要です。
　★　通知カードは、記載事項に変更がない場合に使用可能です。

　（※① 記入対象者）
	　・　受診者が「被用者保険」の被保険者の場合は、不要（本人のみ）。
　・　受診者が「被用者保険」の被扶養者（扶養家族）の場合は、被保険者。
　・　受診者が「市町村国民健康保険」・「業種別国民健康保険組合」・「後期高齢者医療保険」の場合は、同一世帯員のうち同一保険加入者。




　（※②③ 身元確認書類の例）
	顔写真つきのもの（いずれか１点）
	顔写真のないもの（いずれか２点）

	　□ マイナンバーカード（表面）
　□ 運転免許証　・　運転経歴証明書
　□ 旅券（パスポート）
　□ 身体障害者手帳
　□ 療育手帳
　□ 在留カード
　□ 精神障害者保健福祉手帳
　□ 特別永住者証明書　など
	□ 健康保険資格確認書等
□ 特定医療費（指定難病）受給者証
□ 年金手帳
□ 児童扶養手当証書
□ 特別児童扶養手当証書
□ その他官公署が発行した書類で氏名・生年月日・住所の記載があるもの。



　★　税制上未申告の場合、課税情報を取得することができませんので、市役所（町・村役場）で収入申告（ゼロ申告を含む。）を済ましておくか、「課税証明書」を提出してください。
　　  課税情報を取得できなかった場合、後日、追加書類の提出を求められ、その際、提出がないときは、「上位所得（D）30,000円」として取り扱われます。
　★　マイナンバー利用により「課税証明書」を省略した場合、保健所では階層区分の確認ができません。
　　  ご自身で、マイナポータルなどから課税金額を確認のうえ、階層区分の変更を希望するときは、別途「変更申請書」も併せて提出してください。
　　  また、市町村民税非課税世帯で、受診者の収入金額が82万6,500円以下の方については、次の「階層区分「低所得Ⅰ（B1）」の申し立て」を確認してください。



（階層区分「低所得Ⅰ（B1）」の申し立て）
	　○　市町村民税非課税世帯で受診者の収入金額(障がい年金・遺族年金・特別障がい者手当・障がい児福祉手当・特別児童扶養手当等を含みます。)が８２万6,500円以下の方は、申請書２枚目の４「申し立て欄」の④に✓（チェック）を入れることで階層区分が「低所得Ⅰ（B１）2,500円」となります。
　★　収入金額が82万6,500円以下の方でも、「申し立て欄」に✓（チェック）がない場合は、「低所得Ⅱ（B2）5,000円」として取り扱われます。
　★　障がい年金等を受給している場合で、収入金額が82万6,500円以下のときは、障がい年金等の金額がわかる書類のコピーを提出してください。



（課税証明書の区分）
	　○　マイナンバーを利用しない場合、「課税証明書」は、次のものを取得してください。
　・　受診者が「被用者保険」 ▶ 被保険者分（但し、受診者が被扶養者で被保険者が市町村民税非課税の場合、受診者分も必要）。
　・　受診者が「市町村国民健康保険」・「業種別国民健康保険組合」・「後期高齢者医療保険」 ▶ 受診者分と同一世帯のうち同一保険加入者分。



（課税証明書に代えることができる書類）
	　○　マイナンバーを利用しない場合で、他に所得のないときは、次の①・②いずれかを「課税証明書」に代えることができます。
　①　「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」　コピー（全体が写っているもの）
　②　「市町村民税の納税通知書」　コピー(「表紙」と「課税明細」を含めた全てのページ）
　★　源泉徴収票・確定申告書・納税証明書等は利用できません。



（あん分）
	　○　同一保険世帯員に、「指定難病」または「小児慢性特定疾病」の受給者がおられる場合、申請書２枚目の７「あん分対象者」に必要事項を記入のうえ、あん分対象者の受給者証のコピーを提出してください。
　★　月額自己負担上限額を判定するため、あん分対象が「指定難病」の受給者の方は、同時に更新申請をしてください。



　※　お送りした更新申請に係る案内・様式等は、富田林保健所のホームページ（事業一覧ページ ⇒ トピックス）
にも掲載しています。
